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連載
写真説明
放射線防護の対象はヒト以外の生物種にも広がりつつある。
放射線防護研究センター・環境放射線影響研究グループでは、
選定した「指標生物」やモデル生態系に対する放射線の影響の解析を進めている。
背景写真は細菌を捕食する原生生物。（8 - 9ページ参照 ）
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　「放射線科学」は昭和４３年４月に初めて刊行され

ていますので、この４月から４０年目を迎えることに

なります。昭和６０年４月号からは、放射線医学総合

研究所（放医研）編集委員会の下部組織である「放射

線科学編集協力部会」のもとに刊行されてきましたが、

平成１３年の独立行政法人への移行に伴ってこの部会

が廃止され、その後は編集協力委員会による運営とい

う形をとってきました。このたび、放医研の機関紙と

しての位置付けを明確にするために、放射線科学編集

委員会規定を定めてこの委員会のもとに再出発するこ

とになりました。放射線に関するさまざまな研究成果

や国内外の情報を幅広く掲載する専門誌としてその内

容を充実させることにしており、今後も有効に活用し

ていただきたいと願っています。

　放射線と社会との関わりがますます重要になりつつ

あります。人類が自らの意思で放射線を利用できるよ

うになってから百年余りが経過し、その恩恵は社会に

広く浸透してきました。医療分野をはじめとする放射

線の積極的な利用は、人々の健康や社会に大きな貢献

をもたらしています。これからの社会にとって、放射

線とどのようにして新たな共生関係を構築していくの

かが重要な課題になるのは疑いのない事実です。その

ような中で、放射線に関する幅広い話題を扱う本誌の

役割にも期待が寄せられます。

　最近、次世代の社会を支える新しいイノベーション

の創出が議論されています。安倍政権は、２０２５年

までを視野に入れた成長に貢献するイノベーションの

創造のための長期的戦略指針として、「イノベーショ

ン２５」の策定を重点的に進めることを表明し、これ

に対応して総合科学技術会議や日本学術会議などで意

見のとりまとめが行われています。その具体的な内容

についてはそれぞれの資料を参考にしていただくとし

て、どの時代においても２０年程度先の目標に向かう

ロードマップを作成することは科学技術の進む方向を

定める上で重要なアプローチです。

　現在、悪性腫瘍の治療法として重粒子線治療が大き

な注目を集めていますが、放医研でその概念設計を始

めたのは１９８４年であると聞いています。最近、Ｃ

Ｔ装置の高度化によってきわめて細かなサンプリング

が可能になり、気管支や大腸、大血管などの内腔を描

出する仮想内視鏡技術がさかんに利用されています

が、その基本となる三次元立体画像表示法は１９７０

年代後半に既に医用画像に応用されていました。また、

がん診断法として急速に普及しているポジトロン断層

撮影（ＰＥＴ）についても、それまで脳のブドウ糖代

謝を測定するために利用されていたフルオロデオキシ

グルコース（ＦＤＧ）を悪性腫瘍のイメージングに応

用したのは１９８１年のことでした。現在の先進的な

医療技術の多くについて、２０年以上も前にその萌芽

的な研究が行われていたことを再認識するとともに、

今から２０年後を見据えた長期的な視野にたった研究

のできる環境を整えることが重要であると考えます。

　競争的資金に依存する最近の研究は、どうしても短

期間のプロジェクト型研究にならざるを得ないところ

があります。しかしながら、新たな革新的技術を生み

出す力は、整備された基盤技術の継承と自由な発想に

基づく研究者の養成にかかっています。放射線に関連

する科学技術は、まさにそのような背景の下にこそ発

展できるものであり、本誌がたと

えわずかでもそれに貢献できれば

と願っています。

独立行政法人
放射線医学総合研究所
理事長　米倉義晴

「放射線科学」の再出発にあたって
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はじめに
　放射線防護の目的は、｢放射線被ばくを生ずる有益な行為を不当に制限することなく、人に対する適切な防護基準を作成

する｣ ことにある（国際放射線防護委員会１９９０年勧告より）。これに資する情報を提供することが放射線防護研究の目的

である。今、放射線と人間とのかかわりが大きく展開する中で、放射線防護研究は新たな局面を迎えている。歴史的に見る

と ｢防護される側の対象｣ は、まずは医療関係者であった。次いで医療以外の分野の放射線作業者へ、そして一般公衆へと

広げられてきた経緯があるが、これがさらにヒト以外の生物種にも対象が広げられようとしている。一方、｢防護の対象と

なる放射線｣ は、もっぱら人工放射線であり自然放射線は対象外とされてきた。しかしながら、高い高度での航空機の利用

や、放射性物質を含む鉱石の産業利用などの拡大の中で自然放射線も防護の対象となってきている。防護の基礎となる、生

物影響研究の分野でもここ何年かの間に大きな進展が見られた。感受性を決定する仕組みが次第に明らかになり、集団ごと

に感受性を評価することの重要性が指摘されている。また、多くのデータを集めてもなお不確かさの残る低線量の影響を評

価する上で、メカニズムに基づいた議論が行われ、従来の基本原理の意義が再検討されつつある。一貫性のある防護体系の

構築のためには各国の歩調を合わせた取組みが欠かせない。このため国際連携がこれまで以上に重要となっている。そして、

放射線防護は専門家だけのものではなく、一般の人々の放射線に対する理解の上に構築されるべきものであるとの認識がま

すます高まりつつある。この点で、専門家以外の関与と適切な情報発信が重要視されている。以上のように、様々な側面で

大きく展開しつつある防護研究の最新の動きを、放射線防護研究センターの活動を通して紹介したい。

放射線防護研究センター　センター長　酒井一夫

１．環境の防護

ヒト以外の生物種へ

　放射線や放射性物質が発見されて以来、放射線防護の

ための仕組みは、基本的にはヒトを対象に作られてきた。

研究の面でも同様である。放射線の生物影響研究にヒト

以外の生物を用いることは多いが、その成果はヒトに還

元されることが前提であったし、環境中での放射性物質

の動きを知るのは、ヒトへの移行を評価することが目的

であった。しかし、近年の環境問題への意識の高まりと

共に、放射線が環境そのものに与える影響を評価するこ

とが国際的に重要な課題となりつつある。

　１９９２年の国連地球サミットでは、環境と開発に関

するリオ宣言およびアジェンダ２１行動計画が採択され、

持続可能な開発に向けた取り組みが具体的に示された。

この中に、一般的な環境問題を扱う国際会議では初めて

放射線に関する内容が盛り込まれ、これが環境の放射線

防護への取り組みを加速することとなった。国際放射線

防護委員会（ICRP）、国際原子力機関（IAEA）、国連科

学委員会（UNSCEAR）等の国際機関で、この問題に関

する議論と合意形成のための努力が進められている。例

えば ICRP は、人を守るための防護体系においては環境

も十分に守られているはず、と言う立場を取ってはいる

ものの、環境問題に取り組む重要性を認識して国際的な

議論を先導している。Publication 91（２００３）では、

ヒト以外の生物種の防護に対する ICRP の基本姿勢を示

し、その後、２００５年には環境の防護に関する第５委員

会が新たに設立された。まもなく刊行予定の ICRP 主勧

告にも環境防護に関する新しい章が加わる予定である。

　関連する研究も開始された。ヨーロッパでは EC の資

金援助のもと、FASSET や ERICA と呼ばれるプロジェク

トにて、関連データベースの整備および環境リスクアセス

メントとマネージメントの手法開発が進んでいる。しかし、

環境生物は微生物から大型動植物まで多種多様であり、線

量評価や影響評価に必要なデータの多くが欠落している。

評価すべき環境も国によって大きく異なり、欧米のデータ

ベースを日本がそのまま利用することは難しい。

　こうした中、放医研も、前中期計画の「放射線等の環

境リスク源による人・生態系への比較影響研究」の中で

関連研究を進め、平成１８年度からの第２期中期計画で

は「放射線安全・規制ニーズに対応する環境放射線影響

研究」の中に「環境生物・生態系に対する放射線の影響に

関する研究」を立ち上げ、本格的な取り組みを開始した。

環境の防護とは

　｢環境｣ という言葉で思い描くものは人によって様々で

ある。ヒトも環境の一部であるし、ヒト以外の生物しか

いないような場所も数多く存在する。また、極端な場合

は生物がいない非生物相のみで構成される世界もあり得

る。いったいどの様な環境を守ろうとするのか。環境の

放射線防護を議論する際にまず問題になることであるが、

実は明確な答えはない。風土、文化、宗教、そして個人

の倫理観などによって考え方が異なるからである。しか

し、身近な自然と共存しつつ生きてきた我々日本人にとっ

ては、傷つけることで将来のヒトの健康に影響が及ぶよ

うな環境を想定することが最も分かり易いのではないか。

　ヒトの防護体系をヒト以外の生物種にそのまま当ては

めることはできない。生物に放射線が当たると分子レベ

ルから生態系レベルまで様々な影響が生じる可能性があ

る（図 1-1）。現在 ICRP は生物個体に対して、急性致死

影響、健全性への影響、生殖可能性の低下、検出可能な

DNA 損傷等をエンドポイントとしてその発生頻度を抑

制し、これら個体レベルの影響が、個体群、群集、生態

系レベルに及ぶことを無視できるほど小さいレベルに管

理することを提案している。

　環境中の生物は多種多様で、それら全てについての影

響評価は不可能である。このためリファレンス動植物を

定めて影響評価体系を構築することが検討されている。

ヒトの防護における標準人に相当する概念である。現在

検討されているリファレンス動植物は、シカ、ラット、

カモ、カエル、マス、カレイ類、ハチ、カニ、ミミズ、

マツ、イネ科植物、褐藻類海藻の１２種類である。

　環境生物の放射線防護に関する実際の取り組みが始

まっている国がある。例えば米国エネルギー省（USDOE）

では、環境移行モデルや実測によって得られた生活媒体

中の放射性核種濃度を元にして指標生物の被ばく線量が

計算され、その値を、繁殖率への影響が出ないとされる

線量（1−10 mGy／day 程度に設定）と比較する手法が開

発されている。しかし、これは主としてスクリーニング

「放射線防護研究は今」

環境生態系影響

群集影響

個体群影響

個体への影響
致死、well-beingの低下、遺伝的影響

増殖（繁殖）率低下

生体組織への影響

細胞への影響

分子レベルの影響

DNA

図1-1：分子レベルの影響から生態系影響に至るまでの概念
　　　（ICRP Publication  91の図を元に作図）
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を目的としたものであり、より現実的な評価のための課

題は多い。

放医研が選定した ｢指標生物｣

　放医研では、陸域生態系と水域生態系を研究の場とし、

その中から数種類の生物を選定し、線量評価および影響

評価に関する研究を重点的に開始した。これまでに選定

した生物は、藻類、メダカ、ミジンコ、ミミズ、トビムシ、

菌類、針葉樹である（図 1-2）。選定に当たっては、

1）化学物質の毒性試験等に既に用いられている、

2）ICRP のリファレンス動植物候補に入っている、

3）日本の生態系で重要な役割を果たしているがデータ

が少ない、

4）放医研における研究実績がある、等を基準とした。

すなわち以下の通りである。

藻類、ミジンコ：毒性試験に利用されている。水域生態

系において重要な役割を果たしている。

メダカ：毒性試験に利用されている。放医研における研

究の歴史がある。

ミミズ、トビムシ：毒性試験に利用されている。ミミズ

は ICRP のリファレンス動植物の候補である。土壌生態

系において重要な役割を果たしている。

菌類：土壌生態系において重要な役割を果たしている。

放医研における研究実績がある。

針葉樹：マツは ICRP のリファレンス動植物の候補であ

る。陸域生態系の代表的な構成生物である。広葉樹に比

べて放射線高感受性である。

　線量評価については、生活媒体から生物への放射性核

種や関連元素の移行を評価し、個体内での分布を把握す

る研究を行っている。影響評価については、まず、X 線

やγ線の急性照射に対する線量−効果関係を致死、細胞

死、成長阻害、繁殖阻害等のエンドポイントを使って明

らかにする研究を開始した。例えばトビムシ（Folsomia 

candida）の半致死線量は 1360 Gy と非常に高いが、繁

殖阻害を観察すると 50%繁殖阻害線量が 22 Gy まで下

がることが明らかになった。また、化学物質等の毒性試

験に既に用いられている生物は、それらの標準試験法に

準じた影響評価を行うことで、放射線以外の環境負荷因

子との影響の比較が可能となる。現在は、より低線量率

の連続照射についても実験を開始している。

個々の生物種を越えて、
｢生態系｣ への影響を探る

　生態系は複雑なシステムであり、影響を受ける個体や個

体群がこの中で一定の機能を果たしている。即ち、ある生

物が影響を受けるとその生物と強く関わっている他の生物

が間接的に影響を受ける場合がある。また、構成生物や系

の機能の一部が影響を受けることによって、系内での物質

循環が変化し、被ばく線量も変化し得る。

　生態系への影響は実験的な検証が非常に難しく、国際的

にもほとんど研究例がない。放医研ではこの問題にアプ

ローチするためにモデル生態系を用いた生態系影響評価に

関する研究を進めている。最初に取り組んだのは、生産者

としてのユーグレナ、消費者としてのテトラヒメナ、分解

者としての大腸菌の３種の微生物が共存する水圏微生物生

態系（川端マイクロコズム）である（図 1-3）。この系は

最初に基質を必要とするがその後は光を当てるだけで１年

以上安定に維持することができる。これに放射線等の有害

因子を負荷すると、個々の生物の直接影響だけでなく、被

食−捕食関係に由来するような間接効果を観察することが

できる。これまでに、モデル生態系中の生物の個体数が有

害因子の負荷によって変化する程度を定量化するための影

響指数を開発し、放射線と他の有害因子の影響を比較する

ことも可能となった。また、実験を再現するためのモデル

生態系個体群動態シミュレータ（SIMCOSM）が開発され、

個体群・群集動態の数理解析が行われた。

　現在、より多くの水圏微生物で構成されるモデル生

態系（栗原マイクロコズム）、および、藻類、ミジンコ、

小魚類等で構成される水槽サイズのモデル生態系

（図 1- 3）の開発と利用を開始しており、実環境に近い状

態での影響評価と機構解析が可能になりつつある。また

これらは、生態系内での物質の動態解析と線量評価研究

にも利用される予定である。

分子遺伝子レベルの
解析手法を用いたアプローチ

　放射線の影響を分子遺伝子レベルで明らかにするための

研究も開始している。放医研で開発された網羅的遺伝子発

現解析手法（HiCEP）は、DNA マイクロアレイ等とは異

なり、対象生物の遺伝子情報が無くても、遺伝子発現の様

子をピーク高さの変化として捉えることができる。遺伝子

情報が整っていない環境生物には最適の手法といえる。現

在、植物培養細胞、トビムシ、原生動物等に対する試験を

行っており、線量依存性の遺伝子発現も数多く見出されて

いる。将来的には、特定の遺伝子や遺伝子のセットを放射

線影響のバイオマーカーや生物線量計として用いるなどの

応用を目指している。一方で、遺伝子発現という応答が何

らかの影響に至るには非常に複雑な段階を経るものと考え

られ、解明すべき点は多い。

　変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法（DGGE）を用いて、土

壌細菌群集の種組成の変化を捉える試みも開始している。

土壌から DNA を抽出し、16S rRNA 遺伝子を標的に細菌

群集の網羅的検出を行うもので、個々の細菌の種類は不明

であるが、放射線の照射による群集構造の変化をバンドパ

ターンの変化によって直感的に捉えることが可能である。

今後の展開　

　前述の通り、ICRP は新勧告の中に環境の放射線防護

に関する章を盛り込む予定である。しかし、概念的な記

述が大部分で、新たな規制に繋がるような具体的な数値

等は示されない。ICRP 自身も更なる議論が必要と認識

しているためであろう。この分野に関する取り組みが始

まったばかりの我が国では、これにも増して活発な議論

が必要である。一方で、大型再処理施設の稼働や将来の

廃棄物地層処分場の立地等を考慮すると、我が国の風土

に応じた基礎研究を進めることが強く望まれる。

　環境生物は多種多様で何が出てくるのか分からない期

待感がある。放射線に強いもの、弱いもの。何らかの形

で放射線を感じることができる生物もいるだろう。これ

まで十分に解明されていない極低線量率放射線の生物影

響機構についても、環境生物の応答に多くのヒントが隠

されているように感じる。図1- 2：放医研にて研究を開始した生物種の例

図1- 3：生態系の影響を評価するための３者マイクロコズム（左）と
　　　　水槽サイズのモデル生態系（右）
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子どもの被ばく影響を考慮する必要性

　私たちの生活環境には、種々の健康をおびやかす種々

の因子があふれている。がんに関するものでは、タバコ

と食生活が２大原因である（下図）。タバコには１０００

種以上の化学物質が含まれ、その中のニトロソアミンや

ベンツピレンは強力な肺がんの誘因物質であることが明

らかとなっている。食品の中にも、肉のこげ成分のヘテ

ロサイクリックアミン、フライドポテトのアセトアルデ

ヒド、ピーナッツやピスタチオのカビ成分であるアフラ

トキシン、飲料水中のヒ素など多種多様な発がん物質が

存在し、乳がんや大腸がん、肝がんの原因となっている。

また、肝炎ウィルスなどのウィルスやピロリ菌などの細

菌もヒトの発がんの原因となっている。このような多く

の物質のヒトへの発がん性は WHO の研究機関である国

際がん研究センター（IARC）で評価されデータベース

としてまとめられており、２００４年までに、９００種類

の物質について調べられ、放射線はヒトへの発がん性が

あると判断されるグループ 1 に分類される。

　さて、こどもの健康リスクについてである。１９９７年、

８カ国環境大臣サミット（G８）において、「こどもの環

境保護に関する 8 カ国環境リーダーの宣言書」が提出さ

れ、各国でこどもの問題に積極的に取り組むことが同意

された。現在、化学物質の小児への影響を把握するため

に、こどもの行動様式、代謝、免疫系の特異性に関する

調査研究が進められてきた。こどもは小さな大人ではな

く、こどもの行動様式、生理状態などを考慮した新たな

リスク評価体系の必要性が指摘されている。

　放射線の健康影響については、近年、医療の発達にと

もない診断、治療の医療被ばくの線量が増えてきており、

社会的関心が高くなってきているのは周知の事実であ

る。特にこどもについては被ばく後長い人生を生きるこ

と、組織が活発に増殖していることを考えると、放射線

によるこどもの発がんリスク情報を提供することは重要

であることはいうまでもない。原爆被爆者の疫学データ

をもとに、こどもは大人に比べ数倍リスクが大きいとい

うデータが示されている。

放射線発がん

　放射線被ばくによる発がんリスクは、原爆被爆者の方々

や医療被ばくの患者の調査をもとに評価されている。放

射線による発がんの相対リスクが高い臓器は、骨髄、乳

腺と甲状腺。また、被ばくによるがん死亡者数を考えると、

胃や大腸、肺などもリスクの高い臓器と考えられる。発

がんのパターンは、造血系腫瘍（白血病）とそれ以外の

がん（固形がんとよばれる）では異なっている。原爆被

爆者の白血病の発生パターンは、被ばく後６−７年をピー

クとし、それ以降減少し、被ばく３０年以降に発症リス

クは非常に小さくなる。一方、白血病以外のがんは１０

年くらい経ってから発生し、被ばく後の年数とともに増

加する。被ばくの線量との関係は、白血病は直線２次モ

デル、固形がんは、直線モデルが適合するという違いも

ある。また、一般に被ばく時の年齢が高いとリスクはさ

らに小さくなり、反対に若いと高くなる。２０年前のチェ

ルノブイリ事故では小児に高頻度で甲状腺がんが発生し

たことが問題となった。このようなヒトのデータはリス

ク評価の基本となる貴重なデータではあるが、ヒト集団

調査では取得できないデータも多い。例えば、こどもに

おける中性子線や重粒子線のデータや低線量率連続被ば

くなどの情報である。また、ヒトは放射線以外の発がん

要因にも暴露される環境で生活しているので、健康影響

はこれらの要因との複合暴露として解釈すべきで、放射

線の影響だけを抽出するには難しいこともある。従って、

疫学の結果を正しく解釈するには、動物実験やメカニズ

ムに基づいた解析が必要となる。そこで我々は、多くの

マウスやラットを用いて、発がん実験を始めている。

今後の展開

　繰り返しになるが、母親の健康診断のための PET 診

断、妊婦のがん治療、こどもの X 線 CT など、胎児・こ

どもが被ばくする機会が増えてきていることを考える

と、そのリスクを正しく評価することがますます求めら

れている。

　胎児期の被ばくの影響は、着床前期（胎生８日）、器

官形成期（胎生８日〜８週）そして胎児期（８週以降）

で異なる。着床前期の被ばくは致死効果が最も高い時期

で産児数が少なくなる。しかし、生まれてきたこどもは

正常に発達成長すると考えられている。マウスやラット

の実験から比較的低線量（150mSv 以下）の線量で受精

卵が死ぬことがわかっているので、この時期の被ばく影

響は流産である。器官形成期は体の主な臓器が形成され

る時期で、この時期の被ばくは先天性奇形や発育遅延を

誘発する。サリドマイドや風疹ウィルス感染によって障

害の発生リスクが高いのもこの時期と一致する。８週以

降の胎児期の被ばくでは、奇形が起こることは少なくな

るが、脳への影響が問題となる。被ばく線量に応じて、

妊娠８−１５週の被ばくによって重度奇形や小頭症、精神

遅滞が発症する。ただし、精神遅滞にはしきい値があっ

て、そのしきい値線量は 120mSv と推定されている。

　胎児期被ばくのもう一つの心配は、がんである。妊娠

中に X 線診断を受けた母親から生まれたこどもに小児

がんが 1.4 倍ほど高いことが英国のスチュワート博士に

よって報告されている。しかし、原爆被爆者の調査では、

小児がんの増加は認められていないので、胎児期被ばく

による発がん率の増加は決着がついていない。大人のが

んについては、胎児期の被ばくが小児期の被ばくと比べ

てリスクが特に高いということはなさそうだが、結論を

出すには今後の追跡調査の結果を待つことになる。

　放射線医学総合研究所では、B6C3F1 マウスを用いた

被ばく時年齢の動物実験結果を蓄積してきた。このデー

タの上に、まだ全く情報のない重粒子線や中性子線など

の新しいデータを積み上げて、さらに、近年開発された

発がんしやすい遺伝子改変マウスを用いて、こどもの放

射線リスクについてさらに理解を深めていきたい。

その他

アルコール
医薬品

職業

大気汚染
工業生産物
物理的要因

性習慣

感染症

Doll and Peto （1981）

・ヘテロサイクリックアミン（食事）
・アフラトキシン（かび毒）
・ニトロソ化合物（たばこ）
・紫外線
・ベンツピレン（大気汚染）
・環境ホルモン（産業製品、農薬）

食物

タバコ
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２．年齢による感受性の違い

発達期被ばく影響研究グループ
グループリーダー　
島田義也



12 13

R
S

 S
p

ecial S
eries : R

ecen
t A

d
van

ces in
 R

esearch
 fo

r R
ad

iatio
n

 P
ro

tectio
n

特
集　

放
射
線
防
護
研
究
は
今

なぜメカニズム研究が必要か

　放射線防護研究の中で現在、生物学的研究が直面して

いる最も重要な課題の一つは低線量・低線量率放射線の

リスク評価である。特に発がんリスクはその影響の及ぶ

範囲が広いことから喫緊の課題である。（図 3 - 1）は線量

に対する放射線発がんの発生率を模式的に示したもので

ある。これまでのリスク評価は主として広島・長崎の原

爆被爆者についての疫学調査に基づくものであり、従っ

て中線量高線量率被ばくのデータが中心である。これら

のデータに基づいて図中破線のように線量・リスク関係

を低線量域に直線回帰して推定するのがいわゆる放射線

防護におけるしきい値無しの線形モデル（LNT モデル）

である。

　しかしこのモデルは必ずしも十分な科学的データに裏

付けられたものとは言えず、モデルの妥当性を検証する

研究が強く求められている。同様に低線量率放射線被ば

くのリスクについても、現在のところ実用上線量線量率

効果係数（DDREF）を２、すなわち一定以下の線量率

（0.1 mSv／min 以下）では発がんリスクが半減すると仮

定されているが（図中太線）、これについても必ずしも

支持する科学的知見は十分とは言えない。

　最近、１５ヶ国の共同研究として原子力施設等の放射

線作業従事者における発がんリスク調査が実施された。

詳細な内容は今後の発表を待たなければならないもの

の、調査対象の９０%が 50 mSv 以下（平均 19.4 mSv）

と低線量被ばく者が大多数であることから、大変意義深

い調査である。その調査結果は白血病を除く全がん死亡

の過剰相対リスクが 0.97 Sv-1 と原爆被爆者のデータに基

づく評価（0.32 Sv-1）よりも大きな値を示すものであった。

しかし統計的な信頼区間の幅が広く、たとえ線量線量率

効果を加味しても、必ずしも原爆被爆者のデータに基づ

く LNT モデルと矛盾するものではなかった。本調査は

線量が正確に測定された低線量率放射線の長期被ばく者

の大きな集団についての調査ではあったが、これまでの

ところ統計変動が大きいために LNT モデルを検証する

ものとはなっていない。

　疫学データから低線量域での放射線リスクを実証する

ことは困難であることから、実験動物や細胞培養系を用

いて低線量放射線の生体に対する影響のメカニズム

を明らかにし、これにより低線量放射線のリスク評価に

科学的知見を提供しようとする試みが行われている

（図 3-2）。障害発生のメカニズムに関する知見は、特に

実験動物を用いて得られるデータをヒトに当てはめる際

に必ず求められるものである。低線量放射線の生体影響

のメカニズム研究（機構研究）は、国の専門家会議の場

でも積極的な推進が謳われている。

　たとえば、原子力安全委員会・原子力安全研究専門部

会では今後の原子力の重点安全研究計画をまとめてお

り、放射線影響分野（放射線リスク・影響評価技術）の

項で、「放射線生体影響に関する研究については、安全

規制における放射線の健康影響の判断が十分な安全ゆう

度をもってなされているかを定量的に確認していく必要

がある。さらに、どの程度の線量の放射線を受けたとき

に、どのような影響が現れるかを科学的観点から把握し

ていくことが求められる。そのためには、最新の生命科

学の知見や研究手法を取り入れた機構解明の研究も必要

である」と述べている。特に低線量放射線のリスク評価

に関しては、「放射線の健康影響の中でも、低線量放射

線の影響については、しきい値の問題等が議論されてい

る。線量と効果との定量的な関係、影響をもたらす機構

を明らかにするとともに、これらのデータを総合的に解

析評価することにより、低線量放射線の生体への影響を

明らかにしていくための研究が重要である」と述べてお

り、機構研究の重要性を指摘している。一方、原子力安

全委員会放射線障害防止基本専門部会低線量放射線影響

分科会においても、「しきい値問題を含めて低線量影響

の科学的基盤を確立するためには、分子レベルから個体

レベルにわたる機構論的な解析が必須である。放射線発

がんの分子機構および放射線に対する生体防御の機構、

並びにそれの破綻の結果として生じる発がんを明らかに

することにより、次にその機構が発動する線量域を解析

することで、発がんの機構がどのような線量効果関係を

持つかを明らかにすることが出来る」と述べており、低

線量放射線影響の機構研究の推進が強調されている。

放
射
線
発
ガ
ン
の
リ
ス
ク

中線量・高線量率
被ばくのデータ

線形回帰

真の線量・
リスク関係

低線量率

線量

？？？？

図 3 -1：放射線発がんリスクの線量依存性の模式図。（低線量および低線量率放射線のリスク評価については科学的裏付けが十分とは言えない。）

図3-2：放射線リスク評価のためのメカニズム研究。

３．放射線の生物影響のメカニズム解明

生体影響機構研究グループ
グループリーダー　
根井 充
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放射線防護研究センターにおける
メカニズム研究とその防護への反映

　放射線防護研究センターでは放射線規制の妥当性を検

証する観点から、放射線生体影響のメカニズム研究を実

施している。特に放射線発がん機構、突然変異誘発機構、

発生・分化異常誘発機構、低線量放射線応答機構の解明

により、規制科学に必要な科学的知見を提供することを

目指している。以下ではその概要と低線量放射線リスク

評価への寄与の道筋について述べる。

1）発がん機構

　放射線発がんの機構を解明することは低線量放射線リ

スクを科学的に評価するための最も有効なアプローチの

一つであるが、がんの種類は多様であり、また多段階の

がん発症プロセスにおいて多様な因子がかかわっている

ことから非常に複雑である。当研究グループでは特に発

がんにおける放射線の間接効果について研究を実施し

ている。（図 3- 3）に示す通り、予め胸腺を取り除いた

マウスにＸ線を照射しておくと、後から移植した非照射

マウス由来の胸腺からリンパ腫が発生することが、これ

までに放医研における研究から明らかにされている。こ

れは移植胸腺を取り巻く微小環境が放射線によって変化

していたために発がん効果をもたらしたと考えられ、発

がんにおける放射線の間接効果と呼ばれている。一般

的に放射線の標的は DNA と考えられており、鎖切断等

DNA への放射線作用はどんな微小な線量であっても１

ヒットで直接あるいは水分子を介して DNA に損傷を引

き起こし得る、そして損傷した DNA をもつたった一つ

の細胞ががんを引き起こし得るという放射線化学的、放

射線生物学的知見が LNT モデルを科学的に支持してい

る。しかし間接効果は１細胞中の DNA に対する１ヒッ

トでは説明できない放射線発がん機構があることから、

その前提を根本から覆している。本研究では発がんにお

ける放射線の間接効果が放射線リスクにどのように関与

するかを明らかにすることを計画している。

2）突然変異誘発機構

　発がんにおける放射線の間接効果が放射線のリスクに

どの程度寄与するかは今後評価する必要があるが、その

一方で種々の DNA 修復系の異常が高い発がん率をもた

らしているという事実は、放射線によって生ずる DNA

損傷の修復異常による突然変異誘発が放射線発がんの重

要なステップであることを示している。非相同末端結合

（NHEJ）は哺乳類細胞では DNA 二本鎖切断の主要な修

復機構であるが、相同組換え修復に比べて誤修復を引き

起こす頻度が高く、放射線誘発突然変異の要因の一つと

考えられる。本研究では遺伝子改変細胞を用いて NHEJ

の分子機構を明らかにするとともに、NHEJ において放

射線誘発突然変異頻度を変動させ、ひいては低線量放

射線リスクを修飾する要因を解明することを計画して

いる。見出された低線量放射線リスク修飾因子は、低線

量放射線高リスク集団を同定する際の個人レベルでの診

断を支えるための科学的根拠と成り得るもので、究極的

には医療被ばく等に対する放射線防護に重要な貢献を果

たすことが期待される。現在まで、NHEJ に機能するこ

とが明らかにされたあるいは示唆されているいくつかの

遺伝子について、それぞれを完全に破壊させたヒト由来

細胞株の樹立に成功した。そして、その中の一つである

XRCC4-/- 細胞では、放射線誘発 DNA 二本鎖切断の修復

が正常（野生型）細胞に比べて遅いことを確認している

（図 3- 4）。今後これらの遺伝子破壊細胞の特性を詳細に

解析することにより、NHEJ が有する放射線リスクの要

因を明らかにしていくことを計画している。

図3-3：発がんにおける放射線の間接効果を調べるための実験系。thy1.2マーカーを発現するマウスから胸腺を除去して放射線照射する。一方、thy1.1マーカーを発
現するマウスから非照射のまま胸腺を取り出して照射マウスへ移植する。その後リンパ腫の発症を待ち、thy1.1マーカーを発現する非照射マウス由来の胸腺
から発症したリンパ腫を放射線の間接効果によるものと考える。これまで、15例中12例で間接効果によるリンパ腫を観察している。

図3-4：NHEJに機能する遺伝子XRCC4の破壊細胞におけるγH2AXフォーカス数。γH2AXフォーカスはDNA二重鎖切断部位と密接に関係している。左図は照射
１時間後の結果で、野生株と同様に、0.5Gy以下の低線量域でフォーカス数は線量にほぼ比例していることを示している。右図は3Gy照射後の経時変化
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胸腺移植系による胸腺リンパ腫の発生
移植動物	 胸腺リンパ腫	 由来

（1.6Gyx4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Host　Donor　
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胸腺移植系による放射線の
間接的発がん作用

低線量放射線の作用？胸腺リンパ種の発生
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3）発生・分化異常誘発機構

　低線量放射線によって引き起こされる障害は、がん等

の確率的影響だけではない。胎児期被ばくによる奇形発

生等、発生・分化異常の障害は確定的影響としてしきい

値を有するとされているが、これまでに低線量域におけ

る評価は十分なされていない。本研究では特に神経冠細

胞の分化異常等について低線量放射線の影響を評価する

ことを計画している。神経冠細胞はマウスの発生初期に

背中側で神経管から派生し、腹側へと移動しながら、真

皮から表皮に入ってメラノブラスト、メラノサイトへと

分化する。十分分化したメラノサイトは毛包に局在して

毛の色を与える。しかし受精９日目に放射線を照射する

と、神経冠細胞の分化が異常を来たし、十分なメラノサ

イトが供給されずに腹部に白斑を形成する。この白斑の

出現頻度や大きさを測定することにより、神経冠細胞の

分化異常に対する放射線の効果を定量的に評価できる。

（図 3 -5）は 0.1 Ｇｙという低い線量の放射線（Fe イオン

線および Si イオン線）が顕著に神経冠細胞の分化異常を

引き起こしていることを示している。現在、妊婦の 0.1Gy

以下の被ばくでは発生・分化異常の障害は現れないとさ

れているが、本研究の結果はもっと低い線量でも生じう

ることを示唆するものである。

4）低線量放射線応答機構

　放射線適応応答等、低線量放射線に対する生体応答現

象は低線量放射線に特有なリスク修飾機構の存在を意味

していることから、その機構解明は放射線規制の重要な

科学的根拠となる。本研究では低線量放射線に対する生

体応答に関与する遺伝子を同定し、低線量放射線に特有

なリスク修飾因子を決定することを計画している。本研

究では、放射線発がんに直接関連する影響として突然変

異を指標とした放射線適応応答を解析している。また、

これまで放医研で独自に研究が進められてきたマウス胎

児の発生異常を指標にした放射線適応応答も同時に解析

しており（図 3- 6）、これらの放射線適応応答の分子機構

を解明する目的で、適応応答条件下で発現変動する遺伝

子を解析している。マウス胎児の発生異常を指標とした

放射線適応応答が発現しているときに変動する遺伝子の

機能を調べたところ、変動する遺伝子の多くは細胞間お

よび細胞内情報伝達に関わる機能に分類されることがわ

かった。突然変異を指標とした放射線適応応答について

も HiCEP 法を用いて変動遺伝子を解析しつつあるが、

やはり情報伝達関連の遺伝子が多く変動していることが

示唆されている。このように現象として全く異なる放射

線適応応答が、その背景において共通の機構が働いてい

ることが示唆されている。今後は放射線適応応答の分子

機構および放射線適応応答が引き起こされる条件と程度

を明らかにすることによって低線量放射線のリスク修飾

要因を同定する計画である。

メカニズム研究におけるモデル構築

　低線量放射線の発がんリスク評価を目的として機構研

究を行う場合、最終的な目標は放射線発がんモデルの構

築である。しかしこれまでのところ、放射線発がんのメ

カニズムについてのデータが不足しているため満足なモ

デル構築には至っていない。放射線発がんの機構を因数

分解するように、多様な機構を個々にモデル化していく

プロセスが必要がある。例えば、放射線誘発突然変異は

放射線発がんの重要なステップであり、その機構モデル

構築の試みが当センターを含めて精力的に行われてい

る。しかし突然変異誘発機構といっても、DNA 二本鎖

切断の誤修復のみではなく、ゲノム不安定化を含む巨視

的機構もあり、また放射線適応応答やバイスタンダー効

果等、低線量放射線に特有な現象も放射線誘発突然変異

機構の一部として組み入れる必要がある。しかしそのメ

カニズムについては未知の部分が多く、まだモデル構築

には至っていない。更に、突然変異を介さない放射線発

がん機構モデルも提案されている。このように不確定な

要素を含む複雑な生体反応系を、いかに単純化して十分

な精度を有するモデルを構築するかは非常に困難な問題

である。

　近年マイクロアレイを始めとして網羅的ゲノム解析技

術が実用化され、放射線発がんに相関する遺伝子発現あ

るいはゲノムの変化が解析できるようになった。これら

の手法を用いて低線量放射線発がんに関わる諸々の機構

をモデル化する試みが現在なされている。遺伝子の言葉

で記載されるモデルは情報量に富み、また動物実験で得

られるデータをヒトに活用する上で直接適用しうると考

えられる。今後の放射線防護研究にとってこのようなモ

デル構築は重要な役割を果たすことが期待される。
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図3-6：マウス胎児の発生異常を指標とした放射線適応応答。受精11日目に30cGyの
線量で照射することにより、受精12日目の高線量放射線によって生ずる胎児
死亡率が減少し、四肢形成異常の頻度が低下する。

図3-5：胎児期に放射線照射した際
の白斑出現頻度の線量依存
性。Fe、Si、C ionはそれぞ
れ鉄イオン線、シリコンイ
オン線、炭素イオン線によ
る照射を示している。
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　放射線防護の理念は、レントゲンによるＸ線発見の直

後に生まれ、これまで主に人工放射線による被ばくを対

象に進展してきた。現在では、人工放射線による被ばく

については、ごく低い線量の被ばくまで、その確率的影

響を容認できるレベルに抑えるために、厳格に規制され

ている。一方、自然放射線は、物理的にも、そして人体

への影響についても人工放射線と何ら違いはないのであ

るが、多くの被ばく状況が認識されずに存在してきた。

鉱山のラドンのように影響が証明された事例を除くと、

従来はほとんど防護の対象とされていなかった。ところ

が特に欧米においては、住居のラドンによる被ばくが

１９８０年代中ごろになって注目され、社会的な問題と

なった。ICRP １９９０年勧告では、住居のラドンは介入

の対象として、防護の対象として明確に示された。他の

自然放射線の被ばくについては、自然起源の放射性物質

（NORM）の産業利用、職場におけるラドン、ジェット

機の乗務、宇宙飛行による被ばくを職業被ばくとして管

理するように勧告された。これらの自然放射線源につい

ては、特に欧州においては、すでに何らかの規制の対象

となっている。

　NORM の利用については、現在さまざま産業で原材

料として用いられているが、そのうち鉱石を材料とした

もので、例えばモナザイト（健康用具、塗料、希土類）、

リン鉱石（リン安、石膏、リン酸肥料）、チタン鉱石（酸

化チタン、石膏）、バストネサイト（研磨材）、ジルコン（耐

火物）など比較的高濃度のウラン系列、トリウム系列の

自然放射性核種を含んでいて、中にはそれを利用する過

程において、被ばく線量が問題となるような物質もある。

人工放射性物質が、この濃度未満では、規制の対象とし

ないでよいという免除レベルは、10 μ Sv/y という線量

規準で判断されるが、この規準を自然放射性物質に当て

はめると 0.01Bq/g になるが、この値は普通のコンクリー

ト中の濃度と同等の低いレベルである。自然放射性物質

の場合は、10 μ Sv/y の 100倍の、１ｍ Sv/y を基準と

しなければ、実際に規制することも到底できない。そこ

で IAEA （国際原子力機関）では、自然放射性物質を規

制対象から外すための規準は、人工放射性物質のように

線量規準で考えるのではなく、通常の環境に存在する分

布の最大値で考えて、１Bq/g という規準を示した。こ

のように、自然放射線は、人工放射線と同じように産業

で利用していても、人工放射線と同じように規制するこ

とは不可能で、異なる規準で防護を考えることになる。

しかし、自然放射性物質について、ある濃度を超えるも

のをすべて一律に規制することは難しく、放射線審議会

では、これらの物質を、制御しやすさや人為性の観点か

ら、カテゴリーに分類して、それぞれに合った対応をす

るという方針を示している。実際の規制に関しては、現

在検討中であり、今後さらに利用実態に関する調査が必

要である。現在利用されている NORM の実態のデータ

ベース構築やその被ばく線量評価の研究は、規制科学総

合研究グループと環境放射線影響研究グループで実施さ

れている。

　ラドンの健康影響については、これまで欧米において、

社会問題となり、対策レベルを設定して、対応している

国も多い。その影響に関する研究については、鉱山の疫

学調査および細胞や動物を用いた実験研究でその肺がん

への影響について明らかにされた。しかしながら、住居

内ラドンの研究では、各国で実施されたほとんどの疫学

調査では、有意なリスク増加が検出されなかった。最近、

欧州や北米において、これらの疫学調査データを統合し

て解析した結果、住居のラドンのレベルまでの肺がんリ

スクの直線性が認められることや、北欧諸国での平均値

のレベルである 100 Bq/m3 においても、有意にリスクの

増加が観察されるという報告が出され、ラドンによる健

康影響に対する懸念が増加している。この状況の中、世

界保健機関（WHO）が、屋内ラドンリスクとその対策

のための国際プロジェクトを開始して、対策レベルなど

低減化に関するガイドラインを発行する予定である。わ

が国の住居のラドン濃度は、これまでの全国調査の結果

から世界の平均値が 40 Bq/m3 程度とされるのに対し、

平均値がおよそ 15 Bq/m3 程度とされている。しかし、

住居のラドン濃度の分布は、対数正規分布に従うことが

知られているので、欧米などで設定されている対策レベ

ルよりも高い濃度の家屋も存在する。放射線防護は、集

団より個人の防護を重視する傾向にあることから、日本

においても、対策レベルを設定して、それを超える家屋

についての対応を実施する必要がある。ラドンに関する

研究は、これまで放医研で長年にわたり実施されてきた

が、継続して、環境放射線影響研究グループと規制科学

総合研究グループで、被ばく実態、リスク評価、規制に

関する研究を続けている。

　航空乗務員の宇宙線被ばくについては、欧州において

すでに規制の対象としている国が多い。１９９６年の放

射線防護指令において EU 加盟国に対し、年間被ばく線

量が１mSv を超える航空機乗務員の宇宙線被ばく対策を

事業者が行うように、２０００年５月までに法令、規則、

管理規程等の必要な措置の導入を要求し、それを受けて、

各国において法的措置が取られた。わが国でも、文部科

学省に検討ワーキンググループが設置され、そこでの検

討結果を受けて、放射線審議会が被ばく管理や教育訓練

などについて、事業者への自主管理を求めたガイドライ

ンが出された。実際の線量管理や教育に関する対応策に

ついては、現在規制科学総合研究グループと環境放射線

影響研究グループが事業者とともに検討している。

　自然放射線被ばくについては、被ばくの実態を明らか

にするとともに、このように、自然放射線の被ばくにつ

いてマスコミなどを通じて、一般国民に情報が入ると、

不安に感じたり、混乱を生じることも考えられる。この

ような制御可能な自然放射線による被ばくをどのように

管理するかについては、今後の重要な課題である。

線量評価

部位別（口腔、気管支、肺）の沈着割合を
詳しく調べることが重要

ラドン 壊変生成物 エアロゾル粒子

気体 微粒子
正に帯電
0.5nm-3nm

3nm-5000nm

ラドン壊変生成物被ばくメカニズム
Rn-222
ラドン

壊変生成物（　）内は半減期

Pb-214（27分）

α線α線
Po-214（1.64×10-4秒）

Po-218（3分） Bi-214（20分） Pb-210（22年）

α線

４．自然放射線による被ばくの問題

規制科学総合研究グループ
グループリーダー　
米原英典
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　我が国を含め多くの国において、放射線防護の安全基

準の拠りどころとしているのは、ICRP の勧告である。

ICRP は専門家で構成される所謂 NGO 組織であるが、放

射線防護の基本的な理念や基準を示した ICRP 勧告は、国

際的に権威として考えられている。 放射線防護の考え方

や基準の策定や、実際の放射線防護の基準として法令や

規則に取り入れられるまでの過程は、右図のように多く

の国際機関や組織が関連し、相互に情報の交換が行われ

ている。

　放射線影響に関する科学的知見を国際的にまとめて

いるのは、原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（UNSCEAR：United Nations Scientific Committee on 

the Effects of Atomic Radiation）である。UNSCEAR は、

１９５５年の第１０回国際連合総会において、大気圏核実

験による地球規模的環境放射能汚染の広がりを防止する

ため、人体と環境への原子放射線の影響に関する情報の収

集と知識の普及を目的として、設立された。UNSCEAR は、

加盟国や専門機関から提供される資料を収集し、これら

を分析整理して、１９５８年に最初の報告書を刊行し、そ

の後多くの報告書が刊行された。特に１９７７年、１９８２

年、１９８８年、１９９３年、２０００年には、放射線・放

射能の環境中の分布から人体影響までを包括的にまとめ

た報告書を刊行している。放医研は、UNSCEAR の会

合に、長年にわたり、わが国の代表団のメンバーを派遣

し、特に１９８５年と１９８６年に当時の熊取所長が、また

２００４年と２００５年には、佐々木前理事長が議長を務め

た。また放医研では、これまで日本全国の研究者からの

コメントをまとめて提出することや事務局からの要請で

科学的情報を収集するなどの活動においても貢献してき

たが、現在も国内対応委員会を設置して、規制科学総合

研究グループが中心となって対応している。

　経済協力開発機構（OECD）の原子力機関（ＮＥＡ：

Nuclear Energy Agency）には、１９５７年に設置された

CRPPH（放射線防護公衆衛生委員会）という委員会があ

る。放射線防護に関する様々な活動を行ってきたが、最

近の活動で ICRP 新勧告案について、規制者や利用者、環

境保護団体などステークホルダーの意見を積極的に取り

入れるための会合を、アジア、米国、欧州で開き、地域

特有の問題点を検討するために、重要な役割を果した。

　国際原子力機関（IAEA）は、原子力に関する様々な国

際的な役割を果たしているが、放射線の利用に関する基

準や放射線防護の基本原則については放射線安全基準委

員会（RASSC：RAdiation Safety Standard Committee）

が担当している。ICRP 勧告に示された考え方や防護基準

を法令に取り入れる検討を行う体制がない国でもしっか

りとした放射線防護基準を取り入れられるように、多く

の具体的な安全要件や安全指針などの文書を策定してい

る。それらの基本となる安全基準を OECD/NEA や世界

保健機構（WHO）などと協同でまとめたものが、国際基

本安全基準（International Basic Safety Standards、BSS

と呼ばれる）であり、多くの国で法令などに取り入れら

れている。

　現在は、人的交流、物流や情報のグローバル化がかな

り進んでいるため、放射線防護基準の統一化の重要性が

増している。しかし、その一方で、これまで欧州が中心

で検討されてきた放射線防護の考え方や基準について、

文化、宗教、経済状況などにおいて差異が大きいと考え

られるアジア諸国にそのまま適用して良いのだろうかと

いう議論もある。

　このような状況の中、２００７年 3 月に、ICRP の新勧

告が採択され、また IAEA の BSS も改訂される動きがあ

る。科学的根拠に基づき、しっかりとした理念を構築す

ることが今後も重要な課題である。規制科学総合研究グ

ループでは、ICRP 新勧告策定において、コメントをまと

めるなどの活動を行ってきたが、今後も放射線防護に関

連する国際機関と連携して、その動向を把握して研究の

方向性や求められる調査研究課題を検討する。

放射線影響研究
放射線安全研究

UNSCEAR
報告書BEIR 報告書等

各国の委員会

科学的知見の
収集・評価

IAEA
国際基本安全基準
（BSS）

等安全基準文書

ICRP
勧告

WHO
ILO

OECD/NEA

放射線
安全基準策定

放射線防護基準
（法令・指針）

放射線
安全行政

５．放射線防護における国際的な動き

規制科学総合研究グループ
グループリーダー　
米原英典
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　昨今“安全と安心”はワンフレーズで使われることが

多い。これは、安全であれば安心するはずという考え方

から、安全と安心には別々のアプローチが必要という考

え方に転換した表われとも言える。

安全を担保する放射線規制、
安心を支えるリスクコミュニケーション
（リスクリテラシー）

　従来放射線を始め、リスクを伴う科学技術については、

行政の適切な規制により安全が担保されれば、当然一般

公衆は安心するもの、と考えられていた。しかし現実に

は、安心が個人ごとの尺度に資するものであるため「安

全だが不安」という事態が起こりうる。こうした状況に

ついては、公衆が科学技術に熟知していないからだとし

て、教育・啓蒙活動が行われてきた。原子力 PA（Public 

Acceptance）はそのよい例である。

　原子力白書のはしがきに ｢国民の理解｣ という言葉が

出てくるのは、昭和４０年版（１９６６年発行）からであ

る。事故等を経験していないにもかかわらず（原子力船

むつの放射能漏れ事故は昭和４９年）、他分野に先駆けて

国民の理解を重要視していたのは、原子力に対する複雑

な国民感情を配慮してのことと思われる。原子力平和利

用の推進を国民が受容するため行われた PA では、｢絶

対安全 = リスクゼロ｣ を保証するなど、必ずしも科学的

情報の正確な理解をねらったものではなかった。

　１９９０年頃からは、科学技術の進歩に伴う社会的課

題の解決・意思決定には、科学技術等の専門家による判

断のみならず、一般市民の意見をも反映していくプロセ

ス（ステークホルダー関与）が必須であるとの考え方が

主流となってきた。これまで施策等を受容する側であっ

た市民が、施策決定に何らかの関与を持つことになり、

今まで以上に科学的情報の正しい理解が必要となってき

た。その方策の一つがリスクコミュニケーション（RC）

である。

　化学物質排出移動量届出制度（PRTR 制度）や食の安

全に関する問題等が契機となり、外来語 RC が日本にも

定着しつつある。さらにここ２−３年は、｢リスクリテラ

シー｣ という新語も登場した。どちらもかなり広範な分

野でそれぞれの使い方をしているため、明確に定義する

ことは難しいが、共通項としては、前者は ｢リスクに関

する双方向の情報伝達・共有｣ であり、後者は ｢リスク

を的確に分析し、行動を起こす能力｣ というところだろ

うか。

リスクコミュニケーションの目的と成果

　例えば原子力施設立地の場合、『環境・健康リスク』

等を正しく評価することは専門家のミッションである。

次いで評価結果の伝達を行う際、従来のように単に『大

丈夫です』という言葉、あるいは専門家等の価値観によっ

て取捨選択された情報を一方的に伝達するのではなく、

双方向に意見交換することにより、環境・健康への影響

や、問題への対応についての理解レベルを上げるのであ

る。これを RC の第１の目的とすると、第２の目的は、

規制者・事業者・一般公衆・専門家間で信頼関係を構築

することである。

　この点は、RC がこれまでの PA と大きく区別される

点である。コミュニケーションの過程では、客観的事実

だけでなく政策も対象となるし、住民が漠然と感じてい

る不安や不信感も重要なテーマとなる。理解や安心感が

高まることもあるが、一時には不安が強まることもある

かもしれない。しかしこうした意見交換の過程を経るこ

とにより、ステークホルダー間の信頼関係が構築される。

OECD/NEA が行った放射線防護分野におけるステーク

ホルダー関与事例の検討結果からも、RC によって構築

されたステークホルダー間の信頼関係がリスクの社会的

受容や合意形成に不可欠であることが示唆されている。

正しい知識の重要性

　RC の多様な活動の中で、私たち自然科学者が担うべ

き役割は、リスク情報に関する科学的に正しい理解促進

である。知識によって比較的簡単にリスク認知度は上昇

する（安全と思っていたものが危険であると認知する）。

だから知識不足による放射線・放射性物質のずさんな取

り扱い等には、教育効果が大きい。一方、リスク認知を

下げる方向に効果が表れるのには、時間がかかる。放射

線恐怖症（＝放射線はどんなレベルであろうとも危険だ

と心配する）の場合、個人レベルでの弊害（被ばく事故

に遭遇した際、心理的影響を介した健康影響が重篤化す

る、放射線治療・診断、航空機利用などを避けるなど）、

集団レベルでの弊害（世論に基づく厳しい放射線規制が

もたらす社会的負荷など）が生じうる。この緩和には、

正しい知識が必要であることはもちろんであるが、性急

な“説得”型情報伝達では効果がなく、むしろ研究者へ

の不信 （中立性へ疑惑など）を誘発する。

規制科学総合研究グループの活動

　平成１８年度に、規制科学研究総合グループは ｢チェ

ルノブイリ事故の影響｣ ｢ICRP の新勧告案｣ ｢航空機被

ばく｣ をテーマとするダイアログセミナーを開催した。

この“規制者・事業者・公衆・専門家参加型”で行った

セミナーの隠れた主題は ｢不確実性を伴う低線量放射線

の健康影響に関して、何の情報をどのように説明したら

関係者が共有できるのか｣ について、実践によって明ら

かにすることである。既にいくつかのハードルが見えて

きた。

　科学的情報に安心醸成への即効力はなく、RC の活動

を通じて、規制者・事業者・公衆・専門家間で相互に信

頼関係が構築されることが、規制、規制の遵守あるいは

規制の根拠となる科学的情報の正当性を保証し、ひいて

は安心につながると思われる。よって科学的に不確実性

を伴う情報は、不安増大につながる可能性もあるが、あ

えてこれを開示し、この問題に誠実に対処している状況

を説明することが、信頼関係構築に重要と考えている。

しかしこの ｢急がば回れ｣ は、事業者等では受容し難い

らしく、セミナーでは｢知識偏重はかえって不安になる｣

｢科学的に不確かなことは言わないで｣ と言う声が聞か

れた。

　また、個々人によって異なる不安とその原因に研究者

として寄り添うための方策や、健康影響が心配される場

合や放射線に対して既にバイアスがかかっている場合の

対応について、今後試行錯誤しながら経験値を高めて、

解決することを目指している。
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６．リスクコミュニケーション

規制科学総合研究グループ
リスクコミュニケーション手法開発チームリーダー　
神田玲子
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放射線防護研究センターの活動を通して放射線防護研究

の最近の動向を紹介した。環境の防護へ、宇宙線を含め

た自然放射線へ、そして未解明の低線量影響の機構解明

へと、防護研究が ｢未踏の領域｣ へと足を踏み入れよう

としている状況をお伝えできたとすれば幸いである。ま

た、放射線防護研究センターが、これまではともすると、

それぞれ独立して進められる傾向のあった環境影響研

究、生物影響研究、そして機構解明研究の融合を目指し

つつ研究を進めていることを知っていただければ幸いで

ある。

さて、本特集を終えるにあたり、今回は取り上げなかっ

た分野においても放射線防護が大きく展開しつつあるこ

とに触れておきたい。

　放射線防護の対象が医療関係者に始まり、次いで医療

以外の放射線作業従事者や一般公衆へと拡張され、さら

にヒト以外の生物種へと広がりつつあることは、特集の

中で紹介されている通りである。防護の概念は医療の分

野で始まったものではあるが、患者の被ばくに関しては

線量限度を適用しないという特別の配慮がなされてき

た。放射線を利用することのメリットがリスクを上回る

という大前提があったからである。ところが、放射線の

医学利用が急速に広がる中で、この大前提が必ずしも明

白ではない状況が生じつつある。対象となる疾患が ｢目

の前｣ にある治療や、疾病が疑われる状況での診断とは

異なり、無症状の健常人が対象となることのある検診の

場合にメリットとリスクのバランスをどう考えるか、メ

リットが大きいことをどう担保するかが問われている。

画像診断の技術が向上し画像の品質が高まる一方で被ば

く線量が高くなり、「診断だから低線量」と片付けるこ

とができなくなりつつあることも背景のひとつである。

以前は医療被ばくにおける対象といえば患者本人のこと

であったが、ここにも変化が生じている。放射性物質を

投与されたり、刺入されたりした患者の世話をし、面倒

を見る家族の被ばくをどう考えるかが問題となってい

る。このような状況での被ばくは ｢健常者の自発的な被

ばく｣ と分類することができよう。同じ分類には、医学・

生物学分野での研究開発の中でのボランティアへの放射

性物質の投与などが含まれる。家族の絆という人間関係

や、医学の進歩、新規医薬品の開発という社会のメリッ

トとの関係の中で、｢健常者の自発的な被ばく｣ をどう

考えるかが問われていると言えよう。

このように、人間や環境と放射線の関わりが広がり深ま

る中で、放射線防護研究も自然科学的な側面に加え、社

会科学的な側面も含めて広く深く展開しつつある。放射

線防護研究センターでカバーできる範囲を越える部分も

少なくないが、放医研内の他のセンターとの連携を視野

に入れつつ、放射線にかかわる安全と安心というアウト

カムを達成したいと考えている。

放射線防護
研究センター

放射線に関わる安全と安心のために

どんな放射線をどれくらい受けるか

どんな影響がどれくらい現れるか

機構解明

子供への影響

規制科学 リスクコミュニケーション

環境動態

環境生物・生態系への影響

生物
影響

社会的
影響

環境
影響

環境放射線・
放射能

環境・健康リスク推定

国民の安全と安心の確保

放射線利用
（医療、産業）

７．おわりに

放射線防護研究センター　
センター長　
酒井一夫
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9.内部被ばく個人モニタリング ICRP Publication 78
（作業者の内部被ばくの個人モニタリング）

名古屋大学医学部保健学科
石榑信人

はじめに
　モニタリングの一般原則については、ICRP 第４専門

委員会の方で、その時々の基本勧告と整合させるために

見直しが図られ、その結果が報告書として刊行されてき

た 1-3）。一番最近のものは、１９９７年刊行の Publication 

75 “General Principles for the Radiation Protection 

of Workers”3） である。本稿で紹介する Publication 

78 “Individual Monitoring for Internal Exposure 

for Workers”4）は、１９８８年刊行の Publication 54 

“Individual Monitoring for Intakes of Radionuclides 

by Workers: Design and Interpretation”5） の全面的

改訂版であり、上記 Publication 75 に準拠すると同時

に、本シリーズで既に紹介された Publication 68 “Dose 

Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers”
6）と対をなす内部被ばく個人モニタリングに関する報告

書である。

モニタリングの目的と種類

　モニタリングという用語には、測定と測定結果の解釈

の両者が含まれている。つまり、摂取量の評価は、全身

や特定の器官、あるいは排泄物に含まれる放射性核種の

量の測定に基礎を置いているが、さらに、摂取時期、経路、

摂取物の物理化学的性状等の推定、適用するモデルの選

択といった解釈を経て初めて可能となる。

　こうした個人モニタリングの実施には一定の費用と労

力とを要することは言うまでもない。さらに測定のため

に作業者の拘束をも伴う。このため個人モニタリングを

全作業者に対して行うことは現実的ではない。個人モニ

タリングの実施が正当化されるのは、防護の適切なレベ

ルを達成し、そのことを立証するのにモニタリングが役

立つと言う点にこそ見出されなければならない。つまり

個人モニタリングの対象となる作業者は、線量限度に対

し有意な割合の線量を日常作業において被ばくする可能

性のある者、あるいは事故時に重大な被ばくをする可能

性のある場所で作業する者である。本刊行物において、

放射性核種の摂取に関する個人モニタリングの主な目的

は次のようにまとめられている。

●管理あるいは規制上の要件が遵守されていることを証 

　明するために、預託実効線量、あるいは必要に応じて

　預託等価線量を評価すること

●作業管理と施設の設計に寄与すること

●事故被ばく時における適切な健康監視と医療処置の開

　始及び支援にとって有益な情報を提供すること

そして、個人モニタリングにはその目的に応じ、次の 4

種類があるとされている。

1）日常モニタリング

　継続する作業に関連するもので、個々の作業者に対し

て定期的に行われるモニタリングである。個人線量のレ

ベルを含む作業条件が満足な状態にあることを実証し、

規制要件の遵守を確認する性格をもつものである。あら

かじめ決められた日時に行われるため、摂取の時間パ

ターンを仮定する必要がある。モニタリングの頻度は、

実効半減期と検出下限レベルとを勘案し、摂取時期が不

明であることから生ずる不確かさが容認できるレベル以

下となるように選ばれねばならない。

2）作業関連モニタリング

　特定の作業に適用されるモニタリングである。摂取の

可能性のある時期や放射性核種の物理化学的性状につい

て、日常モニタリングよりは具体的な情報がある場合が

多い。経験の少ない作業の管理に関して速やかな決定を

下すためのデータの提供が主な目的である。

3）特殊モニタリング

　現実に起きたかあるいは起きた疑いのある異常な状況

に適用されるモニタリングである。その目的は、線量の

よりよい推定値を得るために事象の状況を再構築するこ

とにある｡ 緊急事態においては、このことを通じて救済

措置の支援に有益な情報が提供される。

4）確認モニタリング

　作業の条件が満足すべきものであることを確認するた

めに臨時に行われるモニタリングである。測定結果は通

常定性的に解釈される。なお、第４専門委員会の報告書

Publication 75 では確認モニタリングという区分は設け

られていない。日常モニタリング自体確認という性格が

強いが、日常モニタリングとは別に、あるいは定期的な

モニタリングが計画されていない場合に確認のため臨時

に行われるモニタリングとしての確認モニタリングとい

う区分は必要と思われる。

測定の方法

　内部被ばく個人モニタリングの測定は、①ホールボ

ディカウンタ等体外計測装置による全身や特定の器官の

放射性核種の量の測定、②糞便、尿あるいは鼻スメア等

生物学的試料に含まれる放射性核種の分析、③パーソナ

ルエアサンプラーによる作業者の呼吸域の空気中放射能

濃度の測定、の３種類の方法の一つを用い、あるいは組

み合わせて行われる。このうち①の方法は直接法、②と

③の方法は間接法と呼ばれる。また、我が国では②の方

法をバイオアッセイ法と呼んでいるが、近年 ICRP のタ

スクグループ内での検討では、①も含めてバイオアッセ

イと総称されることが多い。

　測定方法の選択に際しては、幾つかの条件が考慮され

ねばならない。それらは、放射線の種類、体内分布の特

徴、生物学的・物理的半減期、モニタリングの頻度、検

出感度、使用できる施設の種類などである。日常モニタ

リングでは通常一つの方法が適用されるが、例えばプル

トニウム同位体のように測定も結果の解釈も難しい核種

に対しては、複数の方法の組み合わせが用いられる場合

もある。どの方法によっても適切な感度が得られる場合

には、精度の観点から優先順位は、体外計測による直接

測定、排泄物の分析、パーソナルエアサンプラーによる

測定、の順となる。作業関連モニタリングでは、経験が

無かったり経験の少ない作業の適切な管理に対して有益

な情報を多く提供するため、複数の方法の組み合わせが

しばしば用いられる。また、摂取が疑われる事象の場合、

例えば鼻スメアのようなスクリーニング目的の測定が行

われる場合がある。

　上記①、②、③各方法について、本刊行物にはそれぞ

れ数パラグラフの記述がなされているが、測定技術の直

接の取扱は ICRP の守備範囲ではなく、むしろ IAEA（国

際原子力機関）の Safety Series など 7,8）がガイダンスを

与える役割を果たしている。本稿では個別の方法につい

ての記述は割愛させて頂く。

　

摂取／移行／排泄モデル

　前章で述べた全身や特定の器官、あるいは排泄物に含

まれる放射性核種の量の測定値を摂取量や預託実効線量

に置き換えて解釈するためには、放射性核種の体内にお

ける挙動に関する知識が必要となる。本刊行物には、摂

取後の特定の期日における放射性核種の全身あるいは臓

器残留量と尿中あるいは糞中排泄量とを計算するために

用いられるモデルの概要が記述されている。

　ここで気をつけなければならないのは、生物学的な過

程を詳細に記述することがモデルの目的ではなく、実効

線量に支配的に関与するコンパートメントにおける長期

間の残留を比較的容易な数学的操作によって予測するた

めにモデルが開発されていると言うことである。従って、

摂取直後の初期段階における排泄量などの信頼できる推

定値が、これらのモデルを用いて得られることを期待し

てはならない。

　図 1 は、放射性核種の摂取経路、体内での移行過程そ

して排泄経路の概要を図式化したものである。摂取経路

には、吸入、経口、経皮および創傷侵入が考えられている。
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このうち本刊行物では、吸入と経口摂取が扱われ、さら

に参考として通過コンパートメントへの直接注入（静脈

注射）の場合の計算結果も与えられている。

　吸入摂取は、呼吸に伴い空気が気道内を往復する過程

において放射性粒子が気道壁に沈着することにより始ま

る。気道壁に沈着した物質は、時間が経つと、あるもの

は気道壁から吸収され、血管を透過して血中に入り、血

流に乗って他の組織へと運ばれる。他のあるものは、気

道壁の粘液繊毛運動によって口の方へ運ばれ、胃腸管へ

飲み込まれる。またわずかではあるが、リンパ液の流れ

に乗りリンパ節へ運ばれるものもある。こうした吸入摂

取を扱うモデルは ICRP Publication 669）に記述されてお

り、その概要は既に本シリーズにおいて紹介された 10）。

　胃腸管へは、食物あるいは飲料の経口摂取により直接

到達するか、あるいは上述のように気道壁の粘液繊毛運

動によって気道壁沈着物質が口の方へ運ばれ、胃腸管へ

飲み込まれることにより到達する。また、組織系に移行

した物質の中には胆汁排泄などにより胃腸管に移行する

ものがある。本刊行物で使用されている経口摂取を扱う

モデルは、ICRP Publication 3011）に記述されているもの

である。なお、ICRP は内部被ばく線量評価に用いる新

しい消化管モデルを開発し、Publication 10012）として刊

行した。その新しいモデルおよび本刊行物で用いられて

いる Publication 30 のモデルの概要は、本誌の先月号に

おいて紹介されている 13）。

　このように吸入あるいは経口摂取された放射性核種の

うちある割合のものは血液に吸収される。血液に吸収さ

れた放射性核種のプールとしての細胞外液は通過コン

パートメントと呼ばれる。このコンパートメントから

放射性核種が組織へ移行しあるいは組織から還流しつつ

体内に分布・再分布し、また腎臓、胃腸管等を通じて体

外へと排泄される。通過コンパートメント内の放射性核

種は全身に均等に分布すると仮定されている。またこの

コンパートメントからの消失の半減期として、指定がな

い限り０.２５日の値を使うことが推奨されている。こ

うした血液に吸収された放射性核種が組織に移行し排泄

される過程を記述したモデルは本刊行物では biokinetic 

model と呼ばれている。近年 ICRP のタスクグループ内

での検討では、このようなモデルを systemic model と

呼び、biokinetic model はもっと一般的な意味で使われ

る場合が多い。本稿では従来どおり体内動態モデルと呼

ぶことにする。

　本刊行物には、職業被ばくの観点から潜在的に重要と

思われる 15 元素、29 核種について、摂取後の日数の関

数として、放射性核種の全身あるいは臓器残留量と尿中

あるいは糞中排泄量の計算値が数表およびグラフとして

与えられている。15 元素とは、水素、鉄、コバルト、ス

トロンチウム、ルテニウム、ヨウ素、セシウム、ラジウム、

トリウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメ

リシウム、キュリウム、カリホルニウムである。本刊行

物で用いられた体内動態モデルおよび糞に対する尿の排

泄比を表 1 にまとめた。

　Publication 30 が刊行された時代には、一般に普及

している計算機の機能は限られたものであり、身体内の

放射性核種の移行・排泄の数学モデルは、容易に解くこ

とのできる方程式で表現される必要があった。このよう

なモデルの概略図を図２に示す。放射性核種が通過コン

パートメントから移行し沈着する組織は１つあるいは２

つ以上のコンパートメントから成ると仮定さ

れた。放射性核種は通過コンパートメントか

らそれぞれの組織コンパートメントへ、a1、

a2 等の割合で移行し、そこから T1、T2 等の

半減期で除去されると仮定された。また、数

学的操作を容易とするために、各組織コン

パートメントから通過コンパートメントへの

還流はないものと仮定されている。本刊行物

において、このようなモデルが適用されてい

る元素は、水素、コバルト、ルテニウム、セ

シウム、カリホルニウムである。

　身体各組織の構造や生理機能は一生に亘り

変化し続ける。このことは骨格において特に

顕著である。公衆の構成員を対象とした線量

係数を定めるに当たり年齢依存性の体内動態

モデルの開発が必要であった。このためには、

ヒトでの観察データは限られており、他の動

物種における年齢依存データや物質代謝を司

る一般的な生理機能に関する知識を編みこむ

必要がある。上記の古典的なコンパートメン

トモデルは、観察データの変化と生理的な変化とを関連

付けることができず、体内動態の年齢依存性を表現する

ことはきわめて難しいモデルである。１９８０年代中ご

ろより、Leggett 等 14）、Priest15）により向骨性核種に対

する年齢依存性線量評価モデルの開発が始められた。そ

こでは、古典的コンパートメントモデルではなく体内動

態の変動に関わる生理学的要因を考慮した生理学的物質

動態モデルが検討された。ICRP は Leggett 等のモデル

を元に幾つかの元素の年齢依存性の生理学的物質動態モ

デルを開発し、線量係数および残留率／排泄率の計算に

使用した。本刊行物において、このようなモデルが適用

されている元素は、鉄、ストロンチウム、ヨウ素、ラジ

ウム、トリウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、

アメリシウム、キュリウムである。図 3 に例としてスト

ロンチウム、ラジウムおよびウランに適用されるモデル

を示した。
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図1：放射性核種の動態を表すために使用する一般的モデル 図2：組織コンパートメントから通過コンパートメントへの還流のないモデ

ル。水素、コバルト、ルテニウム、セシウム、カリホルニウムに使用

図3：呼吸気道モデル、胃腸管モデルと結合された生理学的物質動態モデルの例。
ストロンチウム、ラジウム、ウランに適用。

a) 排泄経路は体内動態モデルにおいて考慮さ
れていない。

b)排泄経路は体内動態モデルの一部として示
されている。

c) ICRP刊行物に示されておらず、デフォルト
値1：1が使用されている。

元素

水素 56 a )

鉄 69 b )

コバルト 30　part 1 6：1                67 

ストロンチウム 67 b )

ルテニウム 30　part 2 4：1                67

ヨウ素 56 b )

セシウム 56 4：1                67

ラジウム 67 b )

トリウム 69 b )

ウラン 69 b )

ネプツニウム 67 b )

プルトニウム 67 b )

アメリシウム 67 b )

キュリウム 71 b )

カリホルニウム 30　part 4 1：1               c )

体内動態モデル
ICRP Publication

糞に対する尿の排泄比
比　　　ICRP Publication

表1：Publication 78で使用されている体内動態モデルと糞に対する尿の排泄比



計算値の使用法

　特殊モニタリングあるいは作業関連モニタリングが適

用される場合、摂取した可能性のある日時は概ね分かっ

ている。摂取量は表 2 に示した特殊モニタリングのため

の数表を用い、次式によって計算することができる。

　　　　　　　　
m(t )

M
摂取量 ＝

　ここで、M はモニタリング測定値、m（t）はその測定

量に対する摂取ｔ日後の値である。数日間に亘り一連の

測定値が得られた場合には、例えば最小二乗フィッティ

ングにより摂取量の最確値を求めることとなる。このよ

うにして評価された摂取量に Publication 68 に与えられ

た線量係数を乗ずることにより、預託実効線量を評価す

ることができる。但し、摂取された物質の粒子径等が本

刊行物や Publication 68 で仮定されたものと同等と見な

せない場合は別の考え方が必要となる。

　日常モニタリングが実施されている場合、摂取はモニ

タリング間隔の丁度中間の日時に起きたと仮定すること

が適当とされている。摂取量は次式によって計算するこ

とができる。

                     
m (T／2 )

M
摂取量 ＝

残留率／排泄率の計算値

　本刊行物の ANNEX には、モニタリング測定結果を

摂取量あるいは実効線量に置き換えて解釈するために用

いる残留率／排泄率の計算値が数表およびグラフとし

て与えられている。対象核種は、3H、59Fe、57Co、58Co、
60Co、85Sr、89Sr、90Sr、106Ru、125I、129I、131I、134Cs、
137Cs、226Ra、228Ra、228Th、232Th、234,235,238U、237Np、
238Pu、239,240Pu、241Am、242Cm、244Cm、252Cf である。

　特殊モニタリングに使用する数表の例を表２に、日常

モニタリングに使用する数表の例を表３に示す。ともに

１Bq の 239,240Pu を一回吸入摂取した場合の肺中放射能、

一日当たり尿中／糞中排泄量の値である。これらの表の

使い方は次の章で述べる。

　グラフとして与えられているのは１Bq の放射性核種

を一回摂取してから１００００日までの残留率／排泄率の

計算値である。但し、縦軸は刊行物のページ上で８桁分

が４３mm の高さに表示されており、グラフ上での数値

の読み取りは必ずしも容易とは言えない。

　他に計算値として、（i） １年間で合計１Bq を、つまり

毎日 1 ／３６５Bq ずつを毎日連続的に摂取した場合の残

留率／排泄率の平衡値と平衡に達するまでの期間、（ii） 

1 年間の合計摂取量が預託実効線量２０mSv を与える放

射性核種の量を日割りで毎日連続的に摂取した場合の残

留率／排泄率の平衡値が与えられている。

　最初に述べたように本刊行物は１９８８年刊行の

Publication 54 の全面的改訂版であるが、Publication 54

で取り上げられていた核種のうち 8 元素、9 核種につい

て計算値の記載がない。また上述のように掲載グラフも

利用者にとってあまり使い易いとは言えない。本刊行物

と Publication 54 の両方で与えられた全ての核種、およ

びこれらに加え、65Zn、86Rb、141Ce、140Ba の 4 核種につ

いて、吸入摂取された放射性核種の残留率／排泄率が計

算され、数表およびグラフとして放医研刊行物 16）に掲

載された。また計算値はデータベース化され、放医研の

下記ホームページ上

（http://www.nirs.go. jp:8080/anzendb/RPD/gpmdj.php）

にも公開されており 17）、自由にアクセスできる。この

データベースにおいて、摂取経路は吸入と経口、評価対

象は ICRP の標準作業者と ICRP の勧告する公衆の構成

員、吸入摂取の場合の粒子径は、作業者：0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 

5.0, 10 μ m、公衆：1.0 μ m である。表示されるグラフ

の例を図４に示す。１日から１０００日までの任意の日数

の数値データも表示させることができる。
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30 31

摂取後の時間（日）
タイプM タイプS

肺中放射能 一日あたり尿中排泄量 一日あたり糞中排泄量 肺中排泄量 一日あたり尿中排泄量 一日あたり糞中排泄量

1 5.8E-02 2.3E-04 1.1E-01 6.4E-02 2.3E-06 1.1E-01

2 5.6E-02 1.3E-04 1.5E-01 6.3E-02 1.4E-06 1.6E-01

3 5.5E-02 7.8E-05 8.0E-02 6.2E-02 8.3E-07 8.4E-02

4 5.4E-02 5.3E-05 3.4E-02 6.1E-02 5.9E-07 3.5E-02

5 5.3E-02 3.9E-05 1.3E-02 6.1E-02 4.5E-07 1.4E-02

6 5.3E-02 3.0E-05 5.4E-03 6.0E-02 3.7E-07 5.7E-03

7 5.2E-02 2.4E-05 2.3E-03 6.0E-02 3.1E-07 2.5E-03

8 5.1E-02 2.0E-05 1.2E-03 5.9E-02 2.7E-07 1.3E-03

9 5.0E-02 1.7E-05 7.6E-04 5.8E-02 2.4E-07 8.2E-04

10 5.0E-02 1.5E-05 5.8E-04 5.8E-02 2.3E-07 6.5E-04

表２：ANNEXに与えられた数表の例：吸入摂取された239,240Puの特殊モニタリングに使用

モニタリング
間隔（日）

タイプM タイプS

肺中放射能 一日あたり尿中排泄量 一日あたり糞中排泄量 肺中排泄量 一日あたり尿中排泄量 一日あたり糞中排泄量

360 1.2E-02 5.4E-06 1.7E-05 3.2E-02 1.6E-07 3.7E-05

180 2.2E-02 7.1E-06 6.7E-05 3.8E-02 1.6E-07 1.1E-04

120 2.8E-02 8.1E-06 1.3E-04 4.2E-02 1.6E-07 1.9E-04

90 3.3E-02 8.7E-06 1.9E-04 4.5E-02 1.7E-07 2.5E-04

60 3.8E-02 9.5E-06 2.8E-04 4.9E-02 1.7E-07 3.5E-04

30 4.6E-02 1.1E-05 4.3E-04 5.5E-02 1.9E-07 4.9E-04

14 5.2E-02 2.4E-05 2.3E-03 6.0E-02 3.1E-07 2.5E-03

7 5.4E-02 5.3E-05 3.4E-02 6.1E-02 5.9E-07 3.5E-02

表３：ANNEXに与えられた数表の例：吸入摂取された239,240Puの日常モニタリングに使用図４：放医研のホームページ上に公開されているグラフの例
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　ここで、T はモニタリング間隔である。表３の日常

モニタリングのための数表には、モニタリング間隔が

T の時の m（T／2）の値が与えられている。特殊モニタ

リングと同様に、このようにして評価された摂取量に

Publication 68 の線量係数を乗ずることにより、預託実

効線量を評価することができる。

　以上のようにして体外計測や排泄物の分析結果から預

託実効線量が求められる訳であるが、実際の作業は比

較的煩雑であり、また ICRP の刊行物に記載されている

データは限られている。放医研において、体外計測法等

の測定結果から放射性核種の摂取量と預託実効線量とを

計算・評価するための「MONDAL」と呼ばれる PC 用

ソフトウェアが開発されている 18）。そこで使用されてい

るモデルは本刊行物や Publication 68 と同じものである。

現在は Version 3 まで進んでおり、預託実効線量に加え

組織等価線量も求めることができるようになっている。

このソフトウェア MONDAL3 は、放医研から CD-ROM

により無償で提供されている。参考までにその GUI 画面

を図５に示す。

おわりに

　モニタリング測定結果の解釈に関する国際相互比較が

EURADOS（ヨーロッパ線量測定グループ）、IAEA な

どの主催により、ヨーロッパを中心に行われてきた。す

なわち、同一の被ばくシナリオとモニタリング測定結果

を幾つかの異なる機関に配布し、摂取量と預託実効線

量／組織等価線量とを報告させる計画である。回答を寄

せたのが専門家といわれる人たちであったにも拘わらず

数値は極めて大きく分散していたとのことである。専門

家とは言え、モデルの変更や修正に追随できておらず、

また ICRP 刊行物に記載された線量係数等とモデルとの

関連が正しく理解できていないために、一組のモニタリ

ング測定結果の解釈に当たって旧いモデルと新しいモデ

ルとを混用する例が見られたようである。ICRP ではこ

うした現状を重要視し、摂取／移行／排泄モデル、線量

係数、および本刊行物で扱われている残留率／排泄率の

計算値を一冊に集めた刊行物を準備中である。さらに、

その刊行物の記述内容が誤解無く使用されるよう、実例

を含むガイダンスドキュメントも準備している。ここ１、

２年のうちに刊行される予定であり、それらを紹介する

機会もまた訪れるかも知れない。
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次  号  予  告

　新装 ｢放射線科学｣ の第 1 号をお届けいたします。理事長の巻頭言にも紹介されて

いるように、本誌は放医研の機関誌として再出発することになり、新たに組織された

編集委員会のもとで編集を行っています。最先端の研究成果の紹介をしたい、これを

支える技術も紹介したい、外国からの研究者を通じて国際連携についても触れたい、

そして放医研の将来を語りたい…。盛り込みたい内容は山ほどありますが、毎月の締

切りという現実を考えなければならないのがつらいところです。

　編集作業を進める中で、多くのご意見をうかがいました。改めて ｢放射線科学｣ の

40 年という歴史と伝統の重みを感じています。これまでの歩みを受け継ぎながら、新

たな試みを加えて、放医研の活動を内外に広くアピールする誌面作りを目指したいと

考えています。読者の皆様の、御意見、御要望を事務局までお寄せください。もちろん、

寄稿も歓迎いたします。

第50巻第４号
2007 年 4 月 15 日発行

《編集委員会》

　　委員長
　　委員

　　事務局　近江谷敏信
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　清朝の王族肅親王の第１４王女顕 は日本名を川島芳

子といい、１９３２年上海事変が起った頃は上海にいて

活躍していた。彼女が関東軍に協力していたのは、おそ

らく清朝の再建を目的としたものと思われる。上海事変

のきっかけとなった日本人殺害計画にも関与したそうで

ある。天津に残っていた皇后婉容が躊躇するのを蹴とば

して無理矢理車のトランクに押込み脱出させるという離

れ業を演じたエピソードが有名である。驚くべき精神力

と実行力を備えていた女性と思われる。

　作家村松友視の祖父村松梢風の書いた「燃える上海」

という著作の中で、梢風が川島芳子を初めて見たときの

印象を次のように書いているという。「…自動車が停っ

ていた。運転台には一人の美少年がいた。折襟、バンド

付きの洒落た服を着て、紺ラシャの学生帽に似た金モー

ルの華美な徽章をつけた帽子を冠っているその少年の顔

は、白い牡丹の花びらのような色で、まっ黒い服や形の

いい鼻や口許が素晴らしく魅力的だった…」

　日本の敗戦により彼女は悲惨な運命をたどることにな

るが、彼女と同時代に上海で活躍していた尾崎秀実も終

戦を目前にしながら死刑になるという悲運の人だった。

尾崎秀実については以前（本誌３８巻１２号１９９５）に

「愛情は降る星の如く」という題で少し書いたことがあ

る。この題名は彼が獄中から妻と一人娘の楊子さんに送

りつづけた２００通を越える書簡某が１９４７年に出版さ

れたときの名である。

　大阪朝日新聞社にいた彼は１９２８年上海通信部（後

の上海支局）に派遣された。彼は中国革命の推移を熱心

に調べたそうである。翌年春に一人娘楊子さんが誕生し

た。その頃「女一人大地を行く」という著作で有名なア

メリカのジャーナリスト、アグネス・スメドレーと知り

合う。１９３０年には尾崎の人生に悲劇的な結末をもた

らすことになるドイツのジャーナリスト、リッヒャルト・

ゾルゲが上海にやって来た。ゾルゲはモスクワのコミン

テルン本部の優秀なスパイだった。尾崎はスメドレーに

紹介されてゾルゲに会い、次第にゾルゲを尊敬するよう

になったという。ゾルゲは日本の北満やシベリアに対す

る政策を尾崎から聞き出すことに努力したそうである。

尾崎は近衛文麿首相の側近としてブレーンの働きをする

ようになっていたからである。どうして尾崎秀実がゾル

ゲに協力するようになったのか、ぼくにはよくわからな

いが、戦争末期の１９４１年秋ゾルゲも尾崎もともに検

挙され、１９４４年死刑になった。

　「愛情は降る星の如く」はベストセラーになり、涙な

くして読めないという評判だった。ぼくももちろん読ん

だ記憶がある。昭和１８年正月に書かれた手紙には、彼

が一人娘の成長を祝ってつくった俳句が入っていた。「め

でたさは楊子十五の春なれや」この句には誰しもが涙を

誘われたことであろう。

　その頃ぼくが在学していた東京府立第十五中学校は、

旧青山師範の古い校舎の半分を使っており、あと半分を

府立第十九高等女学校が使っていた。尾崎楊子さんはこ

の第十九高女にいた。同じ時期のことである。このこと

を前述の拙文（本誌）に書いたところ、それを読んだ塚

本ルリ子さん（放医研第二代所長塚本憲甫先生のお嬢さ

ん）から手紙をもらった。そこには、ルリ子さんが尾崎

楊子さんと小学校の同級生であり、その後も親交がある

こと、楊子さんが、あの頃は本当につらかったと述懐さ

れていたことが書かれていた。

ICHIKAWA   RYUSHI（元放医研科学研究官）

川島芳子と尾崎秀実
市川龍資
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